
空家等対策計画策定の概要について

諮問・答申

２ 策定体制

行田市空家等対策協議会
（市長、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者）

１ 計画策定の概要

事務局
（都市整備部 建築開発課）

行田市空家等対策庁内連携会議
（関連部署９課で組織）

意見

計画案

計画案

意見

本市における空き家等の状況と課題を踏まえ、空き家等に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するために策定されました。
現在の計画は、令和３年度をもって計画期間が終了することから、取り組み
の検証を行い、法令改正や社会情勢の変化に則した計画へ改定するものです。

資料２
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空家等対策計画策定の概要について

諮問・答申

対策協議会における主な内容

第１回 計画策定の概要、本市の現状等
第２回 現行計画の検証、計画案提示

第３回 計画案協議
第４回 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ確認、計画案最終確認
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３ 改定スケジュール
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